
果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 R4 R5 R6 R7 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 R4 R5 R6 R7

３Ｒ運動とご ①市民 ①②ごみ問題が十 ３Ｒに取り組んで 目標 65 66 67 68 搬入ごみの適 ①ごみ処理施設 ①環境に負荷を与 ごみ処理施設にお 目標 0 0 0 0
① ％ ① 件

み減量化の推 ②事業所 分に理解され、３ いる市民の割合 実績 60.8 - - - 正処理と安定 えない適切な処理 いて、振動・騒音 実績 0 - - -

進 Ｒへの取組が実践 1人1日当たりのご 目標 890 885 840 820 したごみ処理 ・処分ができてい 運営協議会開催回 目標 2 2 2 2
② ｇ ② 回

されている。 み排出量（単年度 実績 884 - - - 施設の運営 る。 数（単年度） 実績 2 - - -

減量化計画書を作 目標 10 20 30 40 ①適正な規模で運 住民説明会開催回 目標 3 3 3 3
③ 事業所 ③ 回

成した事業所数（ 実績 27 - - - 営される。 数（単年度） 実績 3 - - -

目標 目標
④ ④

実績 実績

不法投棄防止 ①市内全域 ①不法投棄がされ 不法投棄物処理件 目標 42 41 40 39 目標
① 件 ①

対策の強化 ないようにする。 数（単年度） 実績 24 - - - 実績

目標 目標
② ②

実績 実績

目標 目標
③ ③

実績 実績

目標 目標
④ ④

実績 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価
令和4年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

・家庭ごみの有料化に向け、清掃事業審議会を立上げて実施手法等を検討する。 【施策の取組方針達成状況】

・ごみ減量化・資源化の促進のため、町会でのごみ分別説明会の開催やごみステーションでの排出指導を実施する □ 全て達成 ・当面の間の受益者負担確保のための「家庭ごみ有料化」の代替えとして「ごみ処理手数料」の改定を視野に検

ことで、市民意識の啓発を行う。また、多量排出事業者に対し、ごみ減量化計画書の作成を促す。 討を行い、周辺市の「ごみ処理手数料」の確認や条例改正の方向性について担当課と協議を行った。
取組

・家庭ごみに係る食品ロスの実態調査を実施する。 ■ 一部未達成 ・町会等でごみ分別説明会を５回開催し、また早朝のごみステーションでの直接指導は２２回実施した。事業者
方針

・焼却灰のリサイクル処理について、塩分濃度を減少させる手法を検討する。 に対してもごみの排出量削減について指導を行い、２７事業所から減量化計画書の提出を受けることができた。

・環境衛生委員協議会不法投棄対策部会と連携し、より効果的な不法投棄防止策を検討し実施する。 □ 全て未達成 ・市内３地域を選定し家庭ごみに係る「食品ロス実態調査」を実施し、調査結果を集約し報告書を作成した。
施

・家電製品の解体を行っている違法事業者に対し、関係機関等と協力して指導を行う。 ・塩分濃度の減少方法について調査を実施し、焼却灰を水洗いする除塩施設が必要なことがわかった。
策

・みかもクリーンセンター（一般廃棄物処理施設）の設置期間の延長について、地元３町会と本格的協議を進める ・環境衛生委員協議会不法投棄対策部会と不法投棄情報を共有し、連携して防止啓発及び美化活動を実施した。

。 □ 全て達成 ・廃家電等を解体・堆積した者に対し、廃掃法第１８条第１項による報告を求め

令

る文書を１２回送付し

和

た。

・地元３町会で、

５

市の方針である２０年

年

間の延長について説明

度

会を開催した。また、

　

基本方針確認書を作成

施

し、
成果

■ 一部未達成

策

地元３町会と協議した

・

。
指標

【成果指標達成

基

状況】

□ 全て未達成 ・

本

ごみの総排出量は目標

事

値達成となった。

・再

業

生利用率は、コロナ禍

マ

で資源ごみの集団回収

ネ

が縮小した影響から目

ジ

標達成に至っていない

メ

。 

基本事業名 令和4

ン

年度基本事業の取組方

ト

針 基本事業の取組方針

シ

・成果指標達成状況 基

ー

本事業名 令和4年度基

ト

本事業の取組方針 基本

　

事業の取組方針・成果

（

指標達成状況

３Ｒ運動

令

とごみ減 ・ごみの減量

和

化と分別排出を促進す

４

取組方針 ■ 全て達成 □

年

一部未達成 □ 全て未達

度

成 搬入ごみの適正処 ・

実

一般廃棄物ごみ処理基

績

本計画に基 取組方針 □

に

全て達成 ■ 一部未達成

基

□ 全て未達成

量化の推

づ

進 るため、ごみステー

く

ション利用者へ 成果指

評

標 □ 全て達成 ■ 一部未

価

達成 □ 全て未達成 理と

）

安定したごみ づき、適

 

正な搬入ごみの処理・

作

処分 成果指標 ■ 全て達

成

成 □ 一部未達成 □ 全て

日

未達成

の排出指導や町

 

会での分別説明会を 【

 

基本事業の取組方針達

令

成状況】 処理施設の運

和

営 とごみ処理施設の運

 

営を推進するほ ・焼却

6

灰・ばいじん等の再資

年

源化に向けて情報収集

 

を行ったが、費

実施す

3

る。併せて、ごみ分別

月

アプリ ・ごみステーシ

 

ョンでの排出指導は予

5

定どおり実施できたが

日

、説明 か、焼却灰・ば

基

いじん等の最終処分 用

本

対効果及び現契約との

目

兼ね合いから実現可能

標

な方法までには至っ

の

名

ダウンロード者の増を

0

目指し、様 会はコロナ

6

禍による会議自粛の影

美

響から５回の開催に留

し

まった。 量の減少に向

い

け検討する。 てない。

自

々な機会を活用して、

然

利用者拡大を ・ごみ分

、

別の手引き配布時や排

環

出指導時に分別アプリ

境

啓発を実施。 ・地元の

と

理解を得たうえで、各

調

ごみ ・みかもクリーン

和

センター周辺の地元３

す

町会で、市の方針であ

る

る２

図る。 ・当面の間

ま

の受益者負担確保のた

ち

めの「家庭ごみ有料化

づ

」に代る「 処理施設の

く

今後の運営について方

り

針 ０年間の延長につい

環

て説明会を開催した。

境

基本方針確認書の内容

政

協

・家庭ごみ処理費用

策

の有料化を検討 ごみ処

課

理手数料」改定の条例

政

案について担当課と協

策

議を行った。 を決める

体

。 議を行い、総会で町

系

民の意思を確認した後

政

、同確認書の調印を行

　

う

する。 ・家庭ごみに

策

係る食品ロス実態調査

　

を実施し報告書を作成

名

した。 予定。

・家庭ご

0

みに係る食品ロスの実

1

態を ・多量排出事業者

環

のうち２７事業所から

境

減量化計画書を受領し

に

た。

調査し、削減に向

や

けた取組を進める 【成

さ

果指標達成状況】

。 ・

し

３Ｒに取り組む市民の

い

割合は、コロナ禍で３

ま

Ｒ運動推進の取組が

・

ち

ごみ多量排出事業者に

づ

対し、事業 十分にでき

く

なかったことから目標

り

達成に至っていない。

施

基
の主旨を説明し、減

策

量化計画書の作 ・１人

主

１日当たりの排出量は

管

目標値達成となった。

課

本
成を依頼し、ごみ減

長

量化を推進する ・ごみ

施

減量化計画書を作成し

　

た事業所数は目標値を

策

達成した。 　
事

不法

　

投棄防止対策 ・不法投

名

棄防止のため、町会や

0

環境 取組方針 ■ 全て達

1

成 □ 一部未達成 □ 全て

ご

未達成 取組方針 □ 全て

み

達成 □ 一部未達成 □ 全

の

て未達成
業

の強化 衛生

発

委員協議会と連携し、

生

パトロー 成果指標 ■ 全

抑

て達成 □ 一部未達成 □

制

全て未達成 成果指標 □

と

全て達成 □ 一部未達成

資

□ 全て未達成

ルや監視

源

活動を行うとともに、

の

有効 ・町会等からの不

有

法投棄の相談や情報提

効

供を受け、防止看板を

活

８１

な場所へ不法投棄

用

禁止看板や監視カ 枚、

櫻

ダミーカメラを７台設

井

置し不法投棄防止啓発

　

を行うとともに、

メラ

学

を設置し、不法投棄の

施

防止を図 監視カメラの

策

有効活用や夜間パトロ

関

ールの監視活動を実施

係

すること

る。 で目標を

課

達成した。

４．施策の

社

基本情報
社会情勢変化

会

、国・県の動向、市民

福

・議会意見等 施策の成

祉

果向上に向けての役割

課

分担

・国の廃棄物処理

、

の基本的な方針におい

農

て、市町村に対し、ご

政

みの排出抑制や再生利

課

用の推進、排出量に応

１

市民 事業所 行政

施 じた

．

負担の公平化及び住民

施

の意識改革を進めるた

策

め、ごみ処理の有料化

の

を推進するよう求めて

目

いる。 ・ものを繰り返

的

し使い、ごみを減らす

と

。 ・資源を有効に利用

成

し、循環型社会を意識

果

す ・循環型社会を構築

把

するため、３Ｒ運動の

握

啓

策 ・地球温暖化防止

こ

策の一つとして、国は

の

レジ袋有料化を202

施

0年7月から実施した

策

。本市においても市民

は

意識 ・ごみの分別を行

、

い、資源として再利用

誰

できる る。 発活動を推

、

進する。

の の高揚が図

何

られマイバックの利用

を

が増加した。（50.

対

9％→54.7％） よ

象

うにする。 ・ごみの発

と

生の少ない商品とサー

し

ビスを提供 ・３Ｒが推

て

進されるための各種制

い

度を構築し

基 ・海洋汚

る

染の問題が契機となり

か

、国ではレジ袋の有料

対

化とともに令和4年度

象

以降にプラごみの分別

指

区分を設 ・リユース品

標

や再生資源を利用した

単

商品を購入 する。 、運

位

営する。

本 けリサイク

R

ル促進を図ろうとして

4

いる。 するようにする

R

。 ・集められたごみの

5

リサイクルに努める。

R

本 ・食品ロスの削減を

6

推進するため、「食品

R

ロスの削減の推進に関

7

する法律」において、

①

国と地方公共団体の ・

市

集められたごみは、環

民

境に負荷を与えない

情

や

役割が明確化された。

事

よう適切に処理・処分

業

する。

報

５．施策全体

所

の総括・今後の課題・

が

今後の方向性
施策の成

様

果実績と施策の基本情

々

報及び施策コストに関

な

する全体総括 今後の課

リ

題 今後の方向性

・「ご

デ

みの再生利用率」や「

ュ

３Ｒに取り組む市民の

ー

割合」は、コロナ禍で

ス

、町会での説明会や市

や

民向けのイベン 【令和

リ

5年度で解決する課題

ユ

】 ①ごみ減量化・資源

ー

化の促進ため、コロナ

ス

禍で自粛していた町会

へ

での

トなどが一部中止

の

や規模縮小となったこ

取

とに加え、市民の資源

組

ごみ集団回収の機会が

が

減少し、回収量も減少

①

した ・余熱利用施設の

市

指定管理者の更新 ごみ

民

分別説明会の開催や市

①

民に向けた講座・イベ

市

ント等を通常開催す

こ

人

とから目標値に届かな

口

かった。一方で、総排

人

出量及び１人１日当た

1

りの排出量は目標達成

1

となっているが、今 ・

5

みかもクリーンセンタ

,

ーの変更協定書の締結

7

るなど、あらゆる機会

0

を捉えた啓発活動を充

0

実させる。また、違反

-

の

後の削減の余地も残

-

されているため、食品

-

ロス削減などの啓発活

進

動や、ごみ処理に係る

め

受益者負担の適正化に

ば

向 【令和6年度以降も

1

引き継がれる課題】 多

人

いごみステーションで

1

の排出指導を実施した

日

り、多量排出事業者に

当

けた取組が必要である

た

。 ①ごみ減量化・資源

り

化の促進 対しごみ減量

の

化計画書の作成を要請

ご

することで、適正排出

み

についての

・環境保全

排

や、省資源・省エネル

出

ギーへの対応の必要性

量

が地球的規模で高まり

は

つつあり、市民への啓

減

発活動は好 ②食品ロス

少

の削減 理解を深めさせ

す

る。

機となっている。

る

今後は、コロナ禍で中

た

止や規模縮小となった

め

イベントなどの啓発活

、

動を、各事業方針に基

指

づき ③ごみ処理に関す

標

る受益者負担の適正化

と

②食品ロス削減に関す

施

る計画策定に向け、排

策

出状況等の実態調査を

の

実

積極的に実施するな

目

ど、ごみの減量化、資

的

源の有効活用の促進を

②

図るため、全ての取組

事

を確実に実施していく

業

必 ④不法投棄防止対策

所

の強化 施し、「生ごみ

②

削減強化月間」におい

事

ては市民等への啓発を

業

行う。

要がある。 ⑤廃

所

家電等堆積物の撤去 ③

数

当面は「家庭ごみ有料

（

化」の代替えとして「

H

ごみ処理手数料」改定

2

・不法投棄防止対策と

8

しては、行政と市民の

経

連携協力した取組が効

済

果を発揮すると考えら

セ

れる。 ⑥ごみの再生利

ン

用率の向上 を視野に、

サ

条例改正案の庁議への

ス

付議や清掃事業審議会

調

への諮問及び

・廃家電

査

等解体業者の所在が不

）

明であり、土地所有者

事

等関係者との撤去に向

業

けた協議が進んでいな

所

い。 ⑦葛生清掃センタ

6

ーのあり方 議会への付

,

議の準備を行う。

・令

2

和4年4月に「プラス

3

チック資源循環促進法

6

」が施行されたことに

-

伴い、今後は更に、プ

-

ラスチック使用製品 【

-

令和６年度重点課題】

し

④環境衛生委員協議会

た

不法投棄対策部会と連

。

携し、不法投棄撲滅を

「

目

廃棄物の分別収集・

対

再商品化に向け取り組

　

む必要がある。 ⑧廃プ

象

ラリサイクルの調査研

」

究 指し、より効果的な

③

対策を検討し実施する

一

。

・みかもクリーンセ

般

ンターの設置期間延長

廃

について、地元３町会

棄

との変更協定書の締結

物

に向けて、基本方針確

（

認 ⑤廃家電製品の解体

ご

・堆積を行った業者の

み

所在を把握し、関係機

）

関、

書の内容確認を終

処

了した。各町会が総会

理

に諮ってから同確認書

施

の取り交わし、地域振

設

興策協議を経て変更協

③

定書 関係課と協力しな

一

がら、行為者に対する

般

指導を継続する。

締結

廃

を行う。 ⑥再生利用率

棄

向上に向けたリサイク

物

ルルート確立のための

（

調査を実施

・葛生清掃

ご

センターは稼働開始か

み

ら30年となるため、

）

施設のあり方について

処

方針を決める時期に来

理

ている。 する。

・施策

施

全体の決算額は令和４

設

年度は15億7,60

数

9万円となり、令和３

箇

年度と比較すると4,

所

671万円の増となっ

2

た。主 ⑦葛生清掃セン

-

ターのあり方を決定し

-

それに沿った維持管理

-

を行う。

な要因は、み

②

かもクリーンセンター

再

ごみ焼却処理施設長期

生

包括運営管理委託事業

利

及び葛生清掃センター

用

維持管理 ⑧廃プラリサ

は

イクルの実施について

、

、国、県、他自治体の

ご

動向を注視

事業のごみ

み

処理に係る費用増によ

の

るものである。 し、情

分

報収集を行い、実施ス

別

ケジュールを調整する

排

。

出が適切になされることが前

④ 成果指標 提であるので、再生利用率にはごみの分別排出の徹底の度

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 R4 R5 R6 R7 設定の考え方 合いも含まれているため、指標とした。

①②ごみを減らし、また適正に排出し資源を有効活用する ごみ総排出量（一般廃棄物）（単年度） 目標 38,300 38,000 34,200 33,620 ③ごみ処理施設が、適正に維持管理、運営されていること
① ｔ

。 実績 37,220 - - - を把握するため指標とした。

③適正に維持管理する。 再生利用率（再生利用量/ごみ総排出量） 目標 13 13.5 20 22
施策の目的 ② ％

実績 10.9 - - -
「意　図」

ごみ処理施設において、振動・騒音・排出 目標 0 0 0 0 ① 環境政策課資料
③ 件

ガス等が施設の管理値を超えた件数（単年 実績 0 - - - 成果指標の ② 環境政策課資料

目標 取得方法 ③ 環境政策課資料
④

実績 ④

２．基本事業の目的と成


